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管理協０７-２８３ 

令和８年２月２７日 

会 員 各 位 

一般社団法人 マンション管理業協会 

 

 

｢2026(令和８)年度マンション維持修繕技術者試験｣の実施について 

 

一般社団法人マンション管理業協会（所在地：東京都港区、理事長：世古 洋介）は、2026（令

和８）年度マンション維持修繕技術者試験を下記の通り予定しておりますのでお知らせいたしま

す。当協会の認定資格であります「マンション維持修繕技術者」（登録者数は 2026年２月 27日現

在で 4,668人）は、マンションの維持・修繕に関して一定水準の知識と技術を有していることを

審査・認定することにより、マンション建物・設備の維持保全に関する知識・技術及び対応力の

向上を図り、円滑な共同居住に関する社会的な要請に応えることを目的としております。 

2022年度より、協会が取組んでいます「マンション管理適正評価制度」へ有資格者の活用がで

きるよう「マンション管理適正評価制度」の内容を試験範囲に加えました。 

 

「マンション管理適正評価制度」の詳細は、下記 URLを参照ください。  

https://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/index.html 

 

記 

【 実 施 概 要 】 

１．試験実施日時：２０２６年９月６日(日) 

２．試 験 方 法 ：択一式試験及び記述式試験 

３．受験申込案内書配布期間及び受験申込受付期間 2026年５月下旬公表予定 

※ 試験の出題形式、出題数、出題範囲についても、5月下旬頃公表を予定しております。 

⇒試験実施までに「マンション維持修繕技術ハンドブック」の改訂予定は、ありません。 

４．受験資格：受験に際しては、講習の受講修了や国家資格の合格などの一定の要件が必要。 

 受験資格の詳細は、下記 URL「よくある質問 Q2」または受験申込案内書を参照ください。 

ＵＲＬ https://www.kanrikyo.or.jp/iji/faq.html 

こちらの QR コードも御利用ください。→ 

 

一般社団法人 マンション管理業協会 

  所在地 ： 東京都港区虎ノ門１－１３－３ 虎ノ門東洋共同ビル２階 

  理事長 ： 世古 洋介 

設 立 ： 昭和５４年１０月 正会員数 ： ３３７社（令和８年２月２7 日現在） 

本件お問合せ先：一般社団法人 マンション管理業協会(本部) 試験研修部 

 電話(直通)：０３－３５００－２７２０ ＦＡＸ(直通)：０３－３５００－１２６１ 

メールアドレス：ijishiken@kanrikyo.or.jp  協会ホームページ：https://www.kanrikyo.or.jp/ 
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